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競売制度研究会（第４回）議事概要

日 時 平成１８年５月２４日（水）午後６時から午後８時２０分まで

場 所 きんざいセミナーハウス地下１階会議室

出 席 委 員 山本座長，笠井委員，久米委員，越山委員，小林委員，下村委

員，杉山委員，成田委員，菱田委員，松下委員，山下委員，山

田委員，山野目委員，吉田委員

オブザーバー 国土交通省

議 事 内 容 以下のとおり

１ イリノイ州，ミシガン州，フロリダ州の競売手続の調査報告と質疑応答

（ ） 配付資料の確認に続いて，杉山委員から，イリノイ州，ミシガン州，フ1

ロリダ州の競売手続についての調査報告が行われた。その内容は目録番号

３「イリノイ州の競売手続 （以下「イリノイレジュメ」という ，目録」 。）

番号４「ミシガン州の競売手続 （以下「ミシガンレジュメ」という ，」 。）

目録番号５「フロリダの競売手続 （以下「フロリダレジュメ」という ）」 。

記載のとおり。

（ ） 引き続き質疑応答が行われた。その骨子は次のとおり。2

（非司法競売のとらえ方について）

○ 司法競売と非司法競売の区別は何をもって言われているのであろうか。

ミシガン州の非司法競売は，判決を得る必要はないものの，売却は公的競

売の方法でシェリフ等が行うとされているが，それにもかかわらず，非司

。 ， ，法競売に位置づけられている 日本の競売は 抵当権の登記があればよく

判決はいらないのであって，その辺りはすごく簡略化されており，ミシガ

ン州の非司法競売とあまり変わらないようにも思える。

○ ミシガン州の非司法競売と言われているものは，要するに，訴訟手続を

要しないというだけのものであって，売却はシェリフによって行われてお

り，純粋に民間で行われているものではない。これを非司法競売と定義す

べきであろうか。
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○ 非司法競売でシェリフが売却しているとすると，司法競売と非司法競売

との違いは判決を経るか経ないかだけになるのであろうか。田高論文（専

修法学７４号８０ページ（注３３ ）には 「アメリカにおいて裁判手続） ，

を経ない私的担保権実行が認められるとはいっても，担保権実行としての

売却は公的な競売によって行われなければならないとされ」との記述があ

るが，ここで言う「公的な競売」とはどういう意味であろうか。

○ 司法型か非司法型かについては，アメリカでも，明確な基準があるわけ

ではないようであり，一般には司法型手続だけが認められているとされる

イリノイ州でさえ，非司法型手続も可能であるという評価も見られる（イ

リノイレジュメ２ページ 。）

○ この研究会の中で非司法競売をどのように考えるかで重要なことは，１

つ目は，債務者の意思に反して手続を実行することができる点であり，２

つ目はフォークロージャーである点，つまり，モーゲージで一旦債権者の

手に入ったものが期限を過ぎると元の債務者は取り戻すことができなくな

るという点であろう。非司法競売は任意売却とは別の手続と考えればよい

のではないか。

○ 非司法競売に裁判所が関与することがあるといわれているが，裁判所の

関与と言うとき，裁判所が手続的に関与しているのか，それとも裁判所の

敷地内で競り売りが行われているというだけで信頼のおける公共的な場所

という物理的な意味しかないのかを区別する必要があろう。

（非司法競売（パワーオブセールに基づく売却）の禁止，非司法競売手続の

規定がないことについて）

○ イリノイ州ではパワーオブセールに基づく売却が明文で禁止されている

（イリノイレジュメ１ページ）とのことであるが，その理由や背景は何で

あろうか。

○ フロリダ州では，モーゲージの実行はすべて司法型手続により，非司法

型手続による実行は認められていない（フロリダレジュメ１ページ）とい

うのは，モーゲージはノンジュディシャルでは売却することができない，

非典型担保を非典型的に売却する手続もないということであろうか。フロ

リダ州は，居住用不動産が金額無制限で差押え禁止になっている州の一つ
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であり，もともとプロ債務者のところであって，法律の作りもプロ債務者

になっているのではないかと思われる。このような州が競売手続をすべて

司法型としているのは，非司法型の手続によると抵当債務者の利益を害す

るおそれがあるという立法判断をしているからではなかろうか。

○ そもそも，非司法型手続による実行が認められていないことの法律的意

。 ，味は何であろうか 非司法型手続についての規定が置かれていないことは

法的に私的実行が認められないということになるのであろうか。日本で言

う任意売却に近いようなことまで禁止しているという法律解釈になるの

か，それとも非司法型手続の規定が置かれていないだけということなので

あろうか。非司法型手続が認められていないことの意味が問題になってく

るのではなかろうか。

○ 任意売却は，任意弁済の一形態であり，その原資を作り出すだけの話で

あるので，問題はないのではなかろうか。非司法競売は，抵当債務者・所

有者の任意の協力がない場合における権利の実現を考えているのではなか

ろうか。

○ イリノイ州には があるが，ある州ではこのような規Consent Foreclosure

定があるがゆえに任意売却が禁止される一方，ある州では任意売却はむし

ろ当然のこととして暗黙の前提とされており，だからこそ禁止されていな

いということもあり得るのではなかろうか。

（主として利用される不動産担保権について）

○ 以前にワシントンＤＣやニューヨーク州でヒアリング調査をした際に

は，専ら が使われていると聞いたので，イリノイ州，ミシDeed of Trust

ガン州，フロリダ州では， よりも の方が専ら使わDeed of Trust Mortgage

れているという点に意外な感じを受けたが，その理由や背景は何であろう

か。もっとも，以前の調査は，ワシントンＤＣで２人の弁護士，ニューヨ

ーク州で１人の弁護士から話を聞いたというだけで広く調査をしたわけで

， ， ，はなく また 念頭にあったのはどちらかというと企業金融の場面であり

個人債務者に住宅ローンを融資するといった場面をイメージした話ではな

かったように思う。

○ 文献などでは，主に利用される担保権は何かといった点が紹介されてお
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り，中には，ニューヨーク州では専ら が使われていると紹介しmortgage

ているものもあるが，そもそも，何が主に利用されていると見るかは，見

方次第のところがあり，なかなか難しいように思う。

（対象となる不動産の種類について）

○ 競売の対象となる不動産の種類はどのようなものであろうか。

○ 不動産の種類については，ミシガン州においてその種類によって受戻期

間に差があるという文献の記述があったが，それ以外にその種類によって

違いがあるという記述はなかった。

（非司法競売の要件であるパワーオブセール条項について）

○ パワーオブセール条項がモーゲージに入っていることによって非司法競

売が可能になるとのことだが，モーゲージの取引にパワーオブセール条項

が定型的に入っているものなのであろうか。

（現況調査について）

○ 日本では，物件の調査や他の利害関係人の権利を調査する現況調査手続

に一番時間がかかっているように思われるが，その辺りの手続を簡略化す

ることができるのであれば，期間短縮を図ることができるのではなかろう

か。仮に現況調査手続を省略することができるものとすると，すごく楽な

仕組みではなかろうか。

○ 現況調査は，非司法競売だけでなく，司法競売においても行われていな

いのであろうか。

（費用について）

○ 費用の点はどうであろうか。司法競売と非司法競売とでは費用の点で違

いがあるのであろうか。

（受戻権と競落の実態について）

○ ミシガン州では，売却された後，司法競売では６か月，非司法競売では

通常１年の長期間に及ぶ受戻期間があり，買受人の地位が非常に不安定な

印象を受ける。率直に言って誰が競落するのだろうかという気がしないで

もないが，このような受戻期間があっても競売手続は十分機能しているの

であろうか。もし機能しているとすれば，どういう人が競落しているので

あろうか。文献で指摘されているように債権者が自己競落するのが中心に
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なっているのであろうか。

（不足金訴求について）

○ 不足金訴求ができる州では，不足額の算定は残債権額と実際に売れた価

格との差額なのか，それとも，適正な売れたはずの価格との差額なのであ

ろうか。あまりにも安い価格で売却された場合，適正価格の抗弁のような

ものがあるのであろうか。

○ ミシガン州の非司法競売では，善意（ ）で売らなければならGood Faith

ない(ミシガンレジュメ４ページ）とのことであるが，この一般条項がど

の程度効いているのであろうか。あまりにも安い価格で売却された場合に

は といえないということになるのではなかろうか。Good Faith

○ 不足額は残債権額と実際に売却された価格との差額のようであるが，実

。 。際のところはよく分からない 不当に安いときは何かあるのかもしれない

（執行妨害について）

○ これまでの調査では，文献の中に執行妨害に関係する記述は見当たらな

かった。

（ミシガン州の非司法競売における売却実施者について）

○ ミシガン州では「モーゲージで指名されたものか，シェリフ，アンダー

シェリフ，副シェリフ等々が競売を実施する （ミシガンレジュメ４ペー」

ジ）とあるが，モーゲージで指名された者は純粋な私人であることもあり

得るのであろうか。

○ モーゲージで指名された者が抵当債権者自身であることはあるかもしれ

ないが，実際にはシェリフが売却を実施することが多いようである。どれ

ほど民間が売却を実施しているかはよく分からない。

○ モーゲージで「 （ミシガンレジュメ３ページ）が指名さservicing agent」

れることがあるのではなかろうか。大量に業者が実施することがあるとす

ると，債権者自身というより， が実施者となることが考えservicing agent

られるのではなかろうか。

○ ミシガン州の非司法競売では，売却はシェリフが行うことが多いという

ことだが，売却実施者が民間ではなく，主にシェリフである理由や背景は

何であろうか。
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， ，○ 非司法競売で売却の手続を進める主体について シェリフなどのほかに

理論上モーゲージの中で指名された者が挙げられているので，実際にどれ

くらい民間が売却を実施しているのかを相当程度調査する必要があろう。

（ミシガン州の非司法競売における配当手続について）

○ ミシガン州の非司法競売では「買受人は不動産に関するすべての権限を

取得するが，優先するリーエンに服する （ミシガンレジュメ５ページ）」

とあり，これは日本で言うところの引受主義のようであるが，配当手続に

おいては，後順位抵当権者やリーエンを有する者は訴えを提起して配当を

求めていくことになるのであろうか。ミシガンレジュメ５ページ１５行目

の「リーエン」は同７～８行目の「優先するリーエン」と同じなのであろ

うか。

○ 一つの不動産について複数の権利者が登場する場面自体が割合珍しいと

いう前提で手続ができているのではなかろうか。

（ミシガン州の非司法競売における不服申立てについて）

○ ミシガン州の非司法競売では不服申立ての制度があるのであろうか。非

司法競売を止めようとして，訴えを提起するということなどはあるのであ

ろうか。

○ 非司法競売の手続の中に不服申立ての制度はないようであるが，よく分

からない。インジャンクションを禁止する旨の規定はなさそうなので，イ

ンジャンクションはできるのかもしれない。

（ミシガン州の司法競売手続について）

○ ミシガン州の司法型手続では，裁判所が最低価格を定めることができる

（ミシガンレジュメ２ページ）とのことであるが，非司法型手続において

はそのような制度はないのであろうか。

○ 実際はどうかまでは分からないが，そのような規定はない。

○ あまりにも不当な価格で競落された場合には取り消すことができるとい

う歯止めがあるだけということになるのだろうか。

○ ミシガン州の司法競売では，訴えの提起から６か月間は売却命令を発令

することができない（ミシガンレジュメ２ページ）とのことであるが，そ

の理由や背景は何であろうか。
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（イリノイ州の司法競売手続について）

○ イリノイ州では，債権者が，訴訟継続中，判決登録の前に，財産を占有

することができる（イリノイレジュメ５ページ）とのことであるが，これ

は，競売手続期間中の抵当権者による不動産管理あるいは賃料の回収であ

って，アメリカでは一般的な制度ではなかろうか。

○ イリノイ州では判決前に占有が奪われて追い出されてしまうという点が

最も恐ろしい点であるということがインターネットのホームページに書か

れていた。この点についての規定はないようであるが，もしかすると，他

の州には見られないイリノイ州に特殊な点かもしれない。

， 。○ これは判決が確定しなくても 所有者を追い出せるということであろう

強い断行の仮処分みたいなものであろうか。

○ 勝訴の見込みが必要（イリノイレジュメ５ページ）とされているとはい

え，債務者・所有者の占有を排除するというのはかなり強烈であろう。

○ 日本であれば抵当権の効力を超えるということになるのではなかろう

か。

○ これは譲渡抵当のイメージが残っているからではなかろうか。債権者が

所有権者になっており，抵当権よりもかなり強力な権限であるという譲渡

抵当の考え方が出発点にあるからではなかろうか。

○ イリノイ州の司法競売では，通常はシェリフがパブリックオークション

を実施するが，当事者による申請・合意があった場合には最初の申出人に

売ることができるという制度がある（イリノイレジュメ４ページ）とのこ

とであるが，ここでいう当事者は，複数のモーゲージが設定されている場

合，全関係者を指すのか，それとも抵当債権者・債務者の２者だけを指す

のであろうか。また，合意があった場合というのは，例えばいくら以上で

あれば最初の申出人に売ってよいというように，金額についての合意も必

要なのであろうか。

○ 金額について後順位担保権者の合意も必要な感じがするが，どうであろ

うか。

（イリノイ州の司法競売手続のオプションについて）

○ この研究会の立ち上げの経緯からすると非司法競売に目が向きがちにな
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るが，研究会の究極の目的である日本の競売手続の改善策となり得るもの

があるかないかという観点からすると，イリノイ州の司法型の中でのオプ

ションがむしろ参考になるということもできるのではなかろうか。

○ イリノイ州の （イリノイレジュメ２ページ）Deed in Lieu of Foreclosure

を日本で言う代物弁済のようなものと考えると，日本であれば抵当不動産

で代物弁済してもいいはずであるから，イリノイ州でこの手続が文献等で

強調されているとすると，この手続の規定がなければ合意ベースでもでき

ないということになるのであろうか。田高論文（専修法学７４号８０ペー

ジ（注３３ ）には「また，債権者が競売手続を経ずに直接自己に目的物）

件の所有権を移転させることは大部分の州で禁止されている」との記述が

あるが，合意ベースでの代物弁済はイリノイ州では規定があるからできる

が，その他の規定のない州ではできないのであろうか。

○ イリノイ州の は，不足分を請求することがでDeed in Lieu of Foreclosure

きなくなるという点に大きな効果があり，これは規定がないとできないで

あろう。例えば債権者が債務者に５０００万円を貸していて，４０００万

分について代物弁済をするという合意なら，債権者は本来，債務者に不足

分の１０００万円を請求することができるはずであるが，この規定は，簡

易な手続を許容する代わりに，これを禁止しているのであろう。

○ もそうであるが，逆に被担保債権の方が抵当不動産Consent Foreclosure

の価格よりも低い場合でも清算金の支払義務はないのであろうか。

○ 特に規定はない。

○ 不当利得はあるのではなかろうか。

○ イリノイ州の は，抵当直流れのようなイメージではConsent Foreclosure

ないか。この手続の中で，異議がある場合には合理的な理由があればフォ

ークロージャーが許されない旨の判決が出される（イリノイレジュメ２ペ

ージ）とのことであるが，これは司法競売手続に移行するということか。

○ 司法競売手続への自動移行はない。

○ 合理的な理由というのは何であろうか。金額のことであろうか。

○ 裁判所が不動産の価額を判断する構造になっているのかどうかが興味深

い。
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（フロリダ州の競売手続について）

○ フロリダの競売手続について制定法の規定がほとんどないということ

は，裏を返せば，判例法がだいぶ出来上がっているということかもしれな

い。

２ 次回以降の日程と進行予定

第５回：６月１４日（水）

菱田委員報告

主要調査対象地域：メリーランド州とワシントンＤ．Ｃ．

第６回：７月５日（水）

山田委員報告

主要調査対象地域：カリフォルニア州とワシントン州

以 上


